
令和８年３月１７日 

太陽光発電システム機器等の販売施工業者４社に対する 

景品表示法に基づく課徴金納付命令について 

消費者庁は、本日、太陽光発電システム機器等の販売施工業者４社（以下「４

社」といいます。）に対し、４社が供給する太陽光発電システム機器等及びそ

れらの導入に伴う施工の取引に係る表示について、それぞれ、消費者庁及び公

正取引委員会（公正取引委員会事務総局北海道事務所、同中部事務所、同近畿

中国四国事務所及び同九州事務所）の調査の結果を踏まえ、景品表示法第８条

第１項の規定に基づき、課徴金納付命令（別添１から別添４まで参照）を発出

しました。 

１ 違反行為者（４社）の概要 

番

号 

名称（法人番号） 

代表者 
所在地 設立年月 資本金※ 

１ 

フロンティアジャパン株式会

社（以下「フロンティアジャパ

ン」という。）

（6430001040681） 

代表取締役 佐藤 光展 

札幌市中央区北一

条西十三丁目４Ｆ

ＷＤ札幌ビル７階 

平成２１

年５月 

３０００

万円 

２ 

株式会社エスイーライフ（以下

「エスイーライフ」という。） 

（4180001129288） 

代表取締役 近藤 貴士 

名古屋市中川区高

畑一丁目２３８番

地ＥＳＰＡＣＥ・

ＵＮ４Ｂ 

平成２９

年９月 

５００万

円 

３ 

株式会社ＳＣエージェント（以

下「ＳＣエージェント」とい

う。） 

（9120001214322） 

代表取締役 下浦 龍之 

大阪市中央区南久

宝寺町四丁目１番

２号御堂筋ダイビ

ル４階

平成３０

年６月 

５０００

万円 

４ 

株式会社安心頼ホーム（以下

「安心頼ホーム」という。） 

（7290001046759） 

代表取締役 松本 政洋 

福岡市東区多の津

一丁目１４番１号

ＦＲＣビル７階 

平成２２

年８月 

１０００

万円 

※ いずれも令和８年３月現在。
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２ 課徴金納付命令の概要 

⑴ 課徴金対象行為（違反行為）に係る商品又は役務 

   別表１「課徴金対象行為（違反行為）に係る商品又は役務」欄記載の商品

又は役務 

 

 ⑵ 課徴金対象行為 

  ア 表示媒体・表示箇所 

    別表１「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所 

  イ 課徴金対象行為をした期間 

    別表１「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間 

  ウ 表示内容 

   (ｱ) フロンティアジャパンは、例えば、令和５年４月１８日に、「ＦＲＯ

ＮＴＩＥＲ ＪＡＰＡＮ」と称する自社ウェブサイト（以下「自社ウェ

ブサイト①」という。）のトップページにおいて、 

    ａ 「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業

者 アフターサポート満足度」等と表示するなど、別表２－１「表示

期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒

体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示するこ

とにより、あたかも、北海道内において、フロンティアジャパンが販

売する太陽光発電システム機器（以下「本件商品①」という。）及び

他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びにフロンティアジャ

パンが提供する本件商品①の導入に係る施工（以下「本件役務①」と

いい、本件商品①と併せて「本件商品・役務①」という。）及び他の

事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「北海道エリア 太

陽光発電業者 アフターサポート満足度」等の２項目につき、実際に

利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、本

件商品・役務①に係る当該項目の順位がそれぞれ第１位であるかの

ように示す表示をしていた。 

    ｂ 「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業

者 見積価格満足度」等と表示するなど、別表２－２「表示期間」欄

記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示

箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、

あたかも、北海道において、フロンティアジャパンが販売する本件商

品①及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びにフロンテ

ィアジャパンが提供する本件役務①及び他の事業者が提供する同種

又は類似の役務に関する「北海道エリア 太陽光発電業者 見積価

格満足度」の項目につき、実際に見積りを徴したことがある者を対象
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に調査した結果において、本件商品・役務①に係る当該項目の順位が

第１位であるかのように表示していた。 

   (ｲ) エスイーライフは、例えば、令和５年３月１０日に、 

    ａ 「エコでんち」と称する自社ウェブサイト（以下「自社ウェブサイ

ト②」という。）において、「家庭用蓄電池購入後の保証・アフター

サポート満足度 第１位」等と表示するなど、別表３－１「表示日」

欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示

箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、

あたかも、エスイーライフが販売する家庭用蓄電池（以下「本件商品

②」という。）及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びに

エスイーライフが提供する本件商品②の導入に係る施工（以下「本件

役務②」といい、本件商品②と併せて「本件商品・役務②」という。）

及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「保証・アフ

ターサポート満足度」等の３項目につき、実際に利用したことがある

者等を対象にそれぞれ調査した結果において、本件商品・役務②に係

る当該項目の順位がそれぞれ第１位であるかのように示す表示をし

ていた。 

    ｂ 自社ウェブサイト②の「エコでんちの強み」と称するウェブページ

において、「施工実績 １２，０００件突破」等と表示するなど、別

表３－２「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記

載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり

表示することにより、あたかも、本件商品・役務②に係る契約件数（太

陽光発電に係る契約件数を含む。）が１万２０００件以上であるかの

ように示す表示をしていた。 

   (ｳ) ＳＣエージェントは、例えば、令和５年３月１０日に、「エコ最安値．

ｃｏｍ」と称する自社ウェブサイト（以下「自社ウェブサイト③」とい

う。）において、 

    ａ 「アフターフォロー満足度 Ｎｏ．１ 蓄電池販売会社」等と表示

するなど、別表４－１「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表

示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄

記載のとおり表示することにより、あたかも、ＳＣエージェントが販

売する蓄電池（以下「本件商品③」という。）及び他の事業者が販売

する同種又は類似の商品並びにＳＣエージェントが提供する本件商

品③の導入に係る施工（以下「本件役務③」といい、本件商品③と併

せて「本件商品・役務③」という。）及び他の事業者が提供する同種

又は類似の役務に関する「アフターフォロー満足度」等の４項目につ
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き、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果に

おいて、本件商品・役務③に係る当該項目の順位がそれぞれ第１位で

あるかのように示す表示をしていた。 

    ｂ 「施工実績１０，０００件！！ たくさんの蓄電池を販売・工事を

しております」等と表示するなど、別表４－２「表示日」欄記載の日

に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所におい

て、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、

本件商品・役務③に係る契約件数が１万件であるかのように示す表

示をしていた。 

   (ｴ) 安心頼ホームは、例えば、令和５年４月７日に、「安心頼ホーム」と

称する自社ウェブサイト（以下「自社ウェブサイト④」という。）のト

ップページにおいて、「蓄電池｜太陽光発電｜エコキュート｜電気温水

器 九州エリア口コミ満足度Ｎｏ．１」等と表示するなど、別表５「表

示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・

表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することによ

り、あたかも、九州地区内において、安心頼ホームが販売する蓄電池を

含む太陽光発電システム機器、「エコキュート」と称する給湯器及び電

気温水器（以下これらを併せて「本件商品④」という。）並びに他の事

業者が販売する同種又は類似の商品並びに安心頼ホームが提供する本

件商品④の導入に係る施工（以下「本件役務④」といい、本件商品④と

併せて「本件商品・役務④」という。）及び他の事業者が提供する同種

又は類似の役務に関する「九州エリアの蓄電池 販売施工会社 口コ

ミ満足度」等の３項目につき、実際に利用したことがある者を対象にそ

れぞれ調査した結果において、本件商品・役務④に係る当該項目の順位

がそれぞれ第１位であるかのように示す表示をしていた。 

  エ 実際 

   (ｱ) 前記ウ(ｱ)ａ、(ｲ)ａ、(ｳ)ａ及び(ｴ)の表示について、４社がそれぞれ

委託した事業者による調査は、回答者に対し、本件商品・役務①等につ

いて実際に利用したことがある者等かを確認することなく、それぞれ

の調査で４社のうち１社及び特定の事業者のみを任意に選択して対比

し、各事業者のウェブサイト（以下「各販売サイト」という。）の印象

を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。 

   (ｲ) 前記ウ(ｱ)ｂの本件商品・役務①の表示について、フロンティアジャ

パンが委託した事業者による調査は、回答者に対し、本件商品・役務①

等について実際に見積りを徴したことがある者かを確認することなく、

フロンティアジャパン及び特定の事業者のみを任意に選択して対比し、
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各販売サイトの印象を問うものであり、客観的な調査に基づくもので

はなかった。 

   (ｳ) 前記ウ(ｲ)ｂの表示について、本件商品・役務②に係る契約件数は１

８００件程度であって、１万２０００件を大きく下回るものであった。 

   (ｴ) 前記ウ(ｳ)ｂの表示について、本件商品・役務③に係る契約件数は、

１万件を大きく下回るものであった。 

 

 ⑶ 課徴金対象期間 

   別表１「課徴金対象期間」欄記載の期間 

 

 ⑷ 景品表示法第８条第１項ただし書に該当しない理由 

  ア フロンティアジャパンは、前記⑵ウ(ｱ)の表示の根拠とされる調査結果

が、客観的な調査に基づくものであるか、また、当該調査結果と表示内容

が適切に対応しているかについて十分な検証を行うことなく、前記⑵ウ

(ｱ)の課徴金対象行為をしていた。 

  イ エスイーライフは、前記⑵ウ(ｲ)ａの表示の根拠とされる調査結果につ

いて、客観的な調査に基づくものであること及び当該調査結果と表示内

容が適切に対応していることを十分に検証することなく、また、前記⑵ウ

(ｲ)ｂの表示について、過去に販売した本件商品及び過去に提供した本件

役務に係る契約件数の実績が１万２０００件に達しないことを認識しな

がら、前記⑵ウ(ｲ)の課徴金対象行為をしていた。 

  ウ ＳＣエージェントは、前記⑵ウ(ｳ)ａの表示の根拠とされる調査結果に

ついて、客観的な調査に基づくものであること及び当該調査結果と表示

内容が適切に対応していることを十分に検証することなく、また、前記⑵

ウ(ｳ)ｂの表示について、過去に販売した本件商品及び過去に提供した本

件役務に係る契約件数の実績が１万件に達しないことを認識しながら、

前記⑵ウ(ｳ)の課徴金対象行為をしていた。 

  エ 安心頼ホームは、前記⑵ウ(ｴ)の表示の根拠とされる調査結果が、客観

的な調査に基づくものであるか、また、当該調査結果と表示内容が適切に

対応しているかについて十分な検証を行うことなく、前記⑵ウ(ｴ)の課徴

金対象行為をしていた。 

 

 ⑸ 命令の概要（課徴金の額） 
   ４社は、それぞれ、令和８年１０月１９日までに、別表１「課徴金額」欄

記載の金額を支払わなければならない。 
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【問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電 話：０３（３５０７）９２３９ 

ＵＲＬ：https://www.caa.go.jp/ 
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別表１ 

番 

号 
事業者名 

課徴金対象行為 

（違反行為）に係る 

商品又は役務 

表示媒体・表示箇所 
課徴金対象行為

をした期間 

課徴金対象 

期間 
売上額 課徴金額 

１ 
フロンティア

ジャパン
本件商品・役務① 

自社ウェブサイト① 令和４年６月１

１日から令和５

年５月２９日ま

での間 

令和４年６月１

１日から令和５

年１１月２９日

までの間 

３億７３２

９万６９９

円 

１１１９万円 新聞折り込み又はポ

スティングの方法に

より配布したチラシ

２ 
エスイーライ

フ
本件商品・役務② 自社ウェブサイト② 

令和５年３月１

０日から同年５

月８日までの間 

令和５年３月１

０日から同年１

１月８日までの

間 

６億８９７

２万７９５

８円 

２０６９万円 

３ 
ＳＣエージェ

ント
本件商品・役務③ 自社ウェブサイト③ 

令和５年３月１

０日から同月２

３日までの間 

令和５年３月１

０日から同年９

月２３日までの

間 

１億５６５

１万７７２

７円 

４６９万円 

４ 安心頼ホーム 本件商品・役務④ 自社ウェブサイト④ 

令和５年４月７

日から同年５月

２９日までの間 

令和５年４月７

日から同年１１

月２７日までの

間 

２億７５４

１万３９４

０円 

８２６万円 
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別表２－１ 
 

表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和５年４月１８

日、同月２６日、同

年５月１日、同月８

日、同月１５日及び

同月２２日 

自社ウェブサイト①

のトップページ 

 

 

 

 

 

  

・「北海道エリア太陽光発電業者 満

足度３冠達成」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  北海道エリア 太陽光発電業者  

アフターサポート満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  北海道エリア 安心・信頼できる 

  太陽光発電業者」 

（別紙１－１） 

自社ウェブサイト①

の「お知らせ」と称す

るページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「２０２２－０２－２８ お知らせ 

  『日本トレンドリサーチ』の調査

において３項目で第１位を獲得し

ました。」 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満

足度３冠達成！」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  北海道エリア 太陽光発電業者  

アフターサポート満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  北海道エリア 安心・信頼できる 

  太陽光発電業者」 

・「日本トレンドリサーチ（運営会社：

株式会社ＮＥＸＥＲ）がおこなった

北海道エリアの太陽光発電業者に

ついての調査において、フロンティ

アジャパン株式会社（所在地：北海

道札幌市、代表取締役：佐藤光展）

が運営、販売する『太陽光発電・蓄

電池』が、下記３項目で第１位を獲

得しました。今後ともより一層の顧

客満足度の向上を目指してまいり

ます。」 

（別紙１－２） 

自社ウェブサイト①

の「太陽光パネルも

れなく無料進呈キャ

ンペーン」と称する

ページ 

 

・「太陽光発電で販売価格が高ければ

メリットはありません。フロンティ

アジャパンが安さと安心を実現で

きる７つの理由」 

・「１ 北海道エリア太陽光発電業者

満足度３冠達成！」 
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表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「北海道エリア太陽光発電業者アフ

ターサポート満足度、安心・信頼で

きる太陽光発電業者、見積もり満足

度でＮｏ．１を獲得し、満足度３冠

を達成しているので安心してお任

せいただけます。」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  北海道エリア 太陽光発電業者  

アフターサポート満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  北海道エリア 安心・信頼できる 

  太陽光発電業者」 

（別紙１－３） 

令和４年６月１１

日、同月１４日、同

月２１日及び同月

２８日 

新聞折り込み又はポ

スティングの方法に

より配布したチラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満

足度３冠達成！」 

・「●アフターサポート満足度」 

・「●安心信頼できる太陽光発電業 

者」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  北海道エリア 太陽光発電業者  

アフターサポート満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  北海道エリア 安心・信頼できる 

  太陽光発電業者」 

（別紙１－４） 

令和４年７月５日、

同月１２日、同月１

９日及び同月２６

日 

同上 

 

 

 

令和４年８月２日、

同月９日、同月１６

日、同月２３日及び

同月３０日 

同上 

（別紙１－５） 

 

 

令和４年９月６日、

同月１３日、同月２

０日及び同月２７

日 

同上 

 

 

 

令和４年１０月４

日、同月７日、同月 

同上 
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表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

１０日及び同月１

８日 

 

 

令和４年１１月３

日、同月８日、同月

１５日、同月２２

日、同月２９日、同

年１２月５日、同月

８日から同月９日

までの間、同月１３

日、同月１５日、同

月１９日、同月２２

日及び同月２６日 

同上 

（別紙１－６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１月４日、

同月１０日、同月１

３日、同月１６日、

同月２０日、同月２

３日、同月２７日及

び同月３０日 

同上 

（別紙１－７） 

 

 

 

 

令和５年２月３日、

同月６日、同月１１

日、同月１３日から

同月１４日までの

間、同月１７日、同

月２０日、同月２３

日、同月２７日、同

年３月７日、同月１

４日、同月１７日、

同月２１日、同月２

４日及び同月２８

日 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月３日、

同月７日、同月１１

日、同月１４日、同

月１８日、同月２１

日、同月２５日及び

同月２８日 

同上 

（別紙１－８） 

 

 

 

 

令和５年５月１日、

同月６日、同月８

日、同月１１日、同

月１６日、同月１８

同上 

（別紙１－９） 
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表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

日、同月２２日、同

月２５日及び同月

２９日 
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別表２－２ 
 

表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和５年４月１８

日、同月２６日、同

年５月１日、同月８

日、同月１５日及び

同月２２日 

自社ウェブサイト①

のトップページ 

 

 

 
 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満

足度３冠達成」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  北海道エリア 太陽光発電業者  

 見積価格満足度」 

（別紙１－１） 

自社ウェブサイト①

の「お知らせ」と称す

るページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「２０２２－０２－２８ お知らせ 

『日本トレンドリサーチ』の調査に

おいて３項目で第１位を獲得しま

した。」 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満

足度３冠達成！」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  北海道エリア 太陽光発電業者  

 見積価格満足度」 

・「日本トレンドリサーチ（運営会社：

株式会社ＮＥＸＥＲ）がおこなった

北海道エリアの太陽光発電業者に

ついての調査において、フロンティ

アジャパン株式会社（所在地：北海

道札幌市、代表取締役：佐藤光展）

が運営、販売する『太陽光発電・蓄

電池』が、下記３項目で第１位を獲

得しました。今後ともより一層の顧

客満足度の向上を目指してまいり

ます。」 

（別紙１－２） 

自社ウェブサイト①

の「太陽光パネルも

れなく無料進呈キャ

ンペーン」と称する

ページ 

 

 

 

 

 

 

 

・「太陽光発電で販売価格が高ければ

メリットはありません。フロンティ

アジャパンが安さと安心を実現で

きる７つの理由」 

・「１ 北海道エリア太陽光発電業者

満足度３冠達成！」 

・「北海道エリア太陽光発電業者アフ

ターサポート満足度、安心・信頼で

きる太陽光発電業者、見積もり満足

度でＮｏ．１を獲得し、満足度３冠

を達成しているので安心してお任

せいただけます。」 
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表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

 

 

 

 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  北海道エリア 太陽光発電業者  

 見積価格満足度」 

（別紙１－３） 

令和４年６月１１

日、同月１４日、同

月２１日及び同月

２８日 

新聞折り込み又はポ

スティングの方法に

より配布したチラシ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満

足度３冠達成！」 

・「●見積価格満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  北海道エリア 太陽光発電業者  

 見積価格満足度」 

（別紙１－４） 

令和４年７月５日、

同月１２日、同月１

９日及び同月２６

日 

同上 

 

 

 

令和４年８月２日、

同月９日、同月１６

日、同月２３日及び

同月３０日 

同上 

（別紙１－５） 

 

 

令和４年９月６日、

同月１３日、同月２

０日及び同月２７

日 

同上 

 

 

 

令和４年１０月４

日、同月７日、同月

１０日及び同月１

８日 

同上 

 

 

 

令和４年１１月３

日、同月８日、同月

１５日、同月２２

日、同月２９日、同

年１２月５日、同月

８日から同月９日

までの間、同月１３

日、同月１５日、同

月１９日、同月２２

日及び同月２６日 

同上 

（別紙１－６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１月４日、

同月１０日、同月１

３日、同月１６日、

同上 

（別紙１－７） 
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表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

同月２０日、同月２

３日、同月２７日及

び同月３０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年２月３日、

同月６日、同月１１

日、同月１３日から

同月１４日までの

間、同月１７日、同

月２０日、同月２３

日、同月２７日、同

年３月７日、同月１

４日、同月１７日、

同月２１日、同月２

４日及び同月２８

日 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月３日、

同月７日、同月１１

日、同月１４日、同

月１８日、同月２１

日、同月２５日及び

同月２８日 

同上 

（別紙１－８） 

 

 

 

 

令和５年５月１日、

同月６日、同月８

日、同月１１日、同

月１６日、同月１８

日、同月２２日、同

月２５日及び同月

２９日 

同上 

（別紙１－９） 
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別表３－１ 
 

表示日 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和５年３月１０

日、同月１６日、同

月２３日、同年４月

１０日、同月１７

日、同月２４日及び

同年５月８日 

自社ウェブサイト② ・「エコでんちはおかげ様で家庭用蓄

電池販売店 ３冠 達成！」 

・「家庭用蓄電池購入後の保証・アフ

ターサポート満足度 第１位」 

・「ネットで安心して蓄電池の購入が

できるショップ 第１位」 

・「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第

１位」 

（別紙２－１） 

自社ウェブサイト②

の「エコでんちの強

み」と称するウェブ

ページ 

・「おかげ様で家庭用蓄電池販売店」 

・「家庭用蓄電池購入後の保証・アフ

ターサポート満足度 第１位」 

・「ネットで安心して蓄電池の購入が

できるショップ 第１位」 

・「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第

１位」 

・「３冠達成！」 

（別紙２－２） 

自社ウェブサイト②

の「家庭用蓄電池・Ｖ

２Ｈのメーカー別一

覧」と称するウェブ

ページ 

・「家庭用蓄電池購入後の保証・アフ

ターサポート満足度 第１位」 

・「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第

１位」 

・「ネットで安心して蓄電池の購入が

できるショップ 第１位」 

（別紙２－３） 

自社ウェブサイト②

の「家庭用蓄電池導

入のメリット」と称

するウェブページ 

・「おかげ様で家庭用蓄電池販売店」 

・「家庭用蓄電池購入後の保証・アフ

ターサポート満足度 第１位」 

・「ネットで安心して蓄電池の購入が

できるショップ 第１位」 

・「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第

１位」 

・「３冠達成！」 

（別紙２－４） 

自社ウェブサイト②

において「～未来を

つくり夢をためる～ 

 エコでんち」と題 

・「リサーチ専門会社の日本トレンド

リサーチの調査結果で業界ナンバ

ーワンの評価を３つ獲得していま

す。ネット販売でも安心して蓄電池
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表示日 表示媒体・表示箇所 表示内容 

する映像をクリック

すると再生される動

画 

を購入することができます。」との

音声と共に、「日本トレンドリサー

チ調査結果」、「家庭用蓄電池購入

後の保証・アフターサポート満足度 

  第１位」、「ネットで安心して蓄

電池の購入ができるショップ 第

１位」及び「家庭用蓄電池購入口コ

ミ評判 第１位」との文字の映像 

（別紙２－５） 

令和５年３月１６

日、同月２３日、同

年４月１０日、同月

１７日、同月２４日

及び同年５月８日 

 

自社ウェブサイト②

の「太陽光発電・ソー

ラーカーポートの製

品一覧」と称するウ

ェブページ 

 

・「家庭用蓄電池購入後の保証・アフ

ターサポート満足度 第１位」 

・「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第

１位」 

・「ネットで安心して蓄電池の購入が

できるショップ 第１位」 
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別表３－２ 
 

表示日 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和５年３月１０

日、同月１６日、同

月２３日、同年４月

１０日、同月１７

日、同月２４日及び

同年５月８日 

 

自社ウェブサイト②

の「エコでんちの強

み」と称するウェブ

ページ 

・「メガソーラー等の産業用太陽光発

電システムの販売を多く手がけて

きた実績とお客様第一主義を掲げ

たサービスにより、たくさんのお客

様に選ばれています。」 

・「おかげ様で家庭用蓄電池販売店」 

・「施工実績 １２，０００件突破」 

・「施工実績１２，０００件突破！安

心と品質の高い工事」 

（別紙２－２） 

自社ウェブサイト②

の「家庭用蓄電池導

入のメリット」と称

するウェブページ 

・「メガソーラー等の産業用太陽光発

電システムの販売を多く手がけて

きた実績とお客様第一主義を掲げ

たサービスにより、たくさんのお客

様に選ばれています。」 

・「おかげ様で家庭用蓄電池販売店」 

・「施工実績 １２，０００件突破」 

・「施工実績１２，０００件突破！安

心と品質の高い工事」 

（別紙２－４） 

自社ウェブサイト②

において「～未来を

つくり夢をためる～ 

 エコでんち」と題

する映像をクリック

すると再生される動

画 

・「～未来をつくり夢をためる～ エ

コでんち」との文字の映像 

・「エコでんちの実績」との文字の映

像 

・「現在施工実績は１２，０００件以

上」との音声と共に、「施工実績 １

２，０００件以上（太陽光・メガソ

ーラー含む）」との文字の映像 

（別紙２－５） 
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別表４－１ 
 

表示日 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和５年３月１０

日、同月１６日及び

同月２３日 

自社ウェブサイト③ ・「口コミ人気 Ｎｏ．１ 蓄電池販

売会社」 

・「アフターフォロー満足度 Ｎｏ．

１ 蓄電池販売会社」 

・「コストパフォーマンス満足度 Ｎ

ｏ．１ 蓄電池販売会社」 

・「工事品質満足度 Ｎｏ．１ 蓄電

池販売会社」 

（別紙３） 

 

 

 

 

 

 

 

別表４－２ 
 

表示日 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和５年３月１０

日、同月１６日及び

同月２３日 

自社ウェブサイト③ ・「圧倒的受注数がお客様からの支持

の証 『施工実績１０，０００件の

信頼』」 

・「施工実績１０，０００件！！ た

くさんの蓄電池を販売・工事をして

おります」 

（別紙３） 
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別表５ 
 

表示日 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和５年４月７日、

同月１０日、同月１

２日、同月１７日、

同月２４日、同年５

月２日、同月８日、

同月２２日及び同

月２９日 

自社ウェブサイト④

のトップページ 

・「蓄電池｜太陽光発電｜エコキュー

ト｜電気温水器 九州エリア口コ

ミ満足度Ｎｏ．１」 

・「信頼の３冠獲得 第１位」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  九州エリアの蓄電池 販売施工

会社 口コミ満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  九州エリアの太陽光発電 販売

施工会社 口コミ満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  九州エリアのエコキュート・電気

温水器 販売施工会社 口コミ満

足度」 

・「また、この度日本トレンドリサーチ

（運営会社：株式会社ＮＥＸＥＲ）

がおこなった太陽光発電などにつ

いての調査において、株式会社安心

頼ホームが『九州エリアの太陽光発

電 販売施工会社 口コミ満足

度』『九州エリアの蓄電池 販売施

工会社 口コミ満足度』『九州エリ

アのエコキュート・電気温水器 販

売施工会社 口コミ満足度』の３項

目で第１位を獲得！致しました！ 

！」 

（別紙４－１） 

自社ウェブサイト④

の「安心頼が選ばれ

る理由」と称するウ

ェブページ 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  九州エリアの太陽光発電 販売

施工会社 口コミ満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  九州エリアの蓄電池 販売施工

会社 口コミ満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

  九州エリアのエコキュート・電気

温水器 販売施工会社 口コミ満

足度」 

（別紙４－２） 
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋）

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を

防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限

及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 

 （不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す

る表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく

は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると

認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく

は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に

よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認

されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 （措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行

為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること

を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること

ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に

対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと

きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反

行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業

者 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令（以下「措置命令」という。）に関し、事業者がし

た表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示

をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出

を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項

の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 

３ 措置命令は、措置命令書の謄本を送達して行う。 

（課徴金納付命令） 

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為（同条第三号に該当する表示に係るものを除く。

以下「課徴金対象行為」という。）をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該

課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の

（参考１）
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政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国

庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした

期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、

かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五

十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ

と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他

の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく

有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供

給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 

２ 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間（課徴金対象行為をや

めた後そのやめた日から六月を経過する日（同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係

る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを

解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日）までの間に当該事

業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや

めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき

は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。）をいう。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令（以下「課徴金納付命令」という。）に関し、事

業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、

当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資

料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないとき

は、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 

４ 第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が当該課徴金対象行為

に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実について第二十五条第一項の規定による報告を求め

られたにもかかわらずその報告をしないときは、内閣総理大臣は、当該事業者に係る課徴金対

象期間のうち当該事実の報告がされず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することがで

きない期間における第一項に定める売上額を、当該事業者又は当該課徴金対象行為に係る商品

若しくは役務を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者

から入手した資料その他の資料を用いて、内閣府令で定める合理的な方法により推計して、課

徴金の納付を命ずることができる。 

５ 事業者が、基準日から遡り十年以内に、課徴金納付命令（当該課徴金納付命令が確定してい

る場合に限る。）を受けたことがあり、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において課徴金対

象行為をしていた者であるときにおける第一項の規定の適用については、同項中「百分の三」

とあるのは、「百分の四・五」とする。 

６ 前項に規定する「基準日」とは、同項に規定する課徴金対象行為に係る事案について、次に

掲げる行為が行われた日のうち最も早い日をいう。 

一 報告徴収等（第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の

命令、立入検査又は質問をいう。第十二条第四項において同じ。） 

二 第三項の規定による資料の提出の求め 

三 第十五条第一項の規定による通知 

（課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額） 

第九条 前条第一項（同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この節にお

いて同じ。）の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実

を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同条第一項の規定により計

算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。た

だし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行

為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでな

い。 

100



（返金措置の実施による課徴金の額の減額等） 

第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期

間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特

定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又

は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭（資金

決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第三条第七項に規定する第三者型発行者が

発行する同条第一項第一号の前払式支払手段その他内閣府令で定めるものであつて、金銭と同

様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準に適合するもの（以下この項

において「金銭以外の支払手段」という。）を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。）

を交付する措置（金銭以外の支払手段を交付する措置にあつては、当該金銭以外の支払手段の

交付を承諾した者に対し行うものに限る。以下この条及び次条において「返金措置」という。）

を実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置

（以下この条において「実施予定返金措置」という。）に関する計画（以下この条において「実

施予定返金措置計画」という。）を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期

限までに内閣総理大臣に提出して、その認定を受けることができる。 

２ 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 

二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の

方法に関する事項 

三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

３ 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に

実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 

４ 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置

を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置

に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が

次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 

一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま

れるものであること。 

二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者（当該実施予定返金措

置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい

る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。）のうち特定

の者について不当に差別的でないものであること。 

三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課

徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内

閣府令で定める期間内に終了するものであること。 

６ 第一項の認定を受けた者（以下この条及び次条において「認定事業者」という。）は、当該

認定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 

７ 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 

８ 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画

（第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項

において「認定実施予定返金措置計画」という。）に適合して実施されていないと認めるとき

は、第一項の認定（第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において

単に「認定」という。）を取り消さなければならない。 

９ 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、

これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 

１０ 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第
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一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ

ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 

第十一条 認定事業者（前条第八項の規定により同条第一項の認定（同条第六項の規定による変

更の認定を含む。）を取り消されたものを除く。第三項において同じ。）は、同条第一項の認

定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予

定返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内

に、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一

項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める

ときは、当該返金措置（当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ

れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報

告に係る返金措置を含む。）において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ

り計算した額を第八条第一項若しくは第四項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から

減額するものとする。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当

該課徴金の額から減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 

３ 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八

条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この

場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通

知するものとする。 

（課徴金の納付義務等） 

第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項

の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。 

２ 第八条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一

万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 

３～６ （略） 

７ 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行

為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 

 （報告の徴収及び立入検査等）  

第二十五条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、当該事業者

若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して

報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若し

くはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所

に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２・３ （略） 

 （権限の委任等） 

第三十八条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長

官に委任する。 

２ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公

正取引委員会に委任することができる。 

３ （略） 

４ 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任

された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に

報告するものとする。 

５～１１ （略） 
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○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋）

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十八条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一

項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、第五条第三号、

第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第二十二条

第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含

む。）の規定による権限とする。 

（公正取引委員会への権限の委任） 

第十五条 法第三十八条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十五

条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその

権限を行使することを妨げない。 
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景品表示法による表示規制の概要 

景
品
表
示
法
第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
）

○ 優良誤認表示（第５条第１号）

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示

○ 有利誤認表示（第５条第２号）

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示

不実証広告規制（第７条第２項及び第８条第３項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優良誤認表

示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表

示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 

○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 

・第７条第２項（措置命令関連）に基づく資料提出要求：不当表示とみなす。 

・第８条第３項（課徴金納付命令関連）に基づく資料提出要求：不当表示と

推定する。

① 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示す表示 

① 無果汁の清涼飲料水等についての表示

② 商品の原産国に関する不当な表示

③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示

④ 不動産のおとり広告に関する表示

⑤ おとり広告に関する表示

⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示

⑦ 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

① 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に

著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ

があると認められ内閣総理大臣が指定する表示（第５条第３号） 

② 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競

業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

② 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引

の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

不
当
な
表
示

（参考２）
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目 的 課
徴
金

納
付
命

令
（

第
８

条
）

・
対

象
行

為
：

優
良

誤
認

表
示

行
為

、
有

利
誤

認
表

示
行

為
を

対
象

と
す
る

。

・
課

徴
金

額
の

算
定

：
対

象
商

品
・

役
務

の
売

上
額

に
３

％
を

乗
じ

る
※
。

.
※
基
準

日
（
報
告
の
徴
収
な
ど
が
行
わ

れ
た
日
の

う
ち
最

も
早
い
日
）

か
ら
遡
り

1
0
年
以
内

.
.
に
課

徴
金
納
付
命

令
を
受
け

た
こ
と
が

あ
り
、
か

つ
、
当
該

課
徴
金
納
付
命
令
の
日
以
後

.
.
に
お

い
て
課
徴
金

対
象
行
為

を
し
て
い

た
場
合
は

、
４
．
５

％
を
乗
じ
る
。

・
対

象
期

間
：

３
年

間
を

上
限

と
す

る
。

・
主

観
的

要
素

：
違

反
事

業
者

が
不

当
な

表
示

で
あ

る
こ

と
を

知
ら
ず

、
か

つ
、

知
ら

な
い

こ
と

に
つ

き
相

当
の

注
意

を
怠

っ
た

者
で

な
い

と
認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
課

徴
金

を
賦

課
し

な
い

。

・
規

模
基

準
：

課
徴

金
額

が
1
5
0
万
円

未
満

と
な

る
場

合
は

、
課

徴
金

を
賦

課
し

な
い

。

課
徴
金
対
象
行
為
該
当
事
実
の
報
告
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額

（
第
９
条
）

課
徴

金
対

象
行
為

に
該

当
す

る
事

実
を

報
告

し
た

事
業

者
に

対
し

、
課

徴
金

額
の

２
分

の
１
を

減
額
す
る

。

賦
課

手
続

（
第

1
3
条

）

違
反

事
業

者
に

対
す

る
手

続
保

障
と

し
て

、
弁

明
の

機
会

を
付

与
す

る
。

１
：

実
施

予
定

返
金

措
置
計

画
の

作
成

・
認

定

２
：

返
金

措
置

の
実

施

３
：

報
告

期
限

ま
で
に
報

告

返
金
措

置
に

お
け

る
金

銭
交

付
相

当
額

が
課
徴

金
額

以
上

の
場

合

課
徴

金
額

の
減

額

返
金
措

置
に

お
け

る
金

銭
交

付
相

当
額

が
課
徴

金
額

未
満

の
場

合

事
業

者
が

所
定

の
手

続
に

沿
っ

て
返

金
措

置
を

実
施

し
た

場
合

は
、

課
徴

金
を

命
じ
な

い
又

は
減

額
す

る
。

課
徴

金
の

納
付

を
命

じ
な
い

返
金
措

置
の
実

施
に
よ

る
課

徴
金
額

の
減
額

（
第
1
0
条
・
第
1
1
条
）

※
返
金

措
置
＝
対

象
商
品
・
役
務
の
取

引
を
し
た

こ
と
が
特

定
さ
れ
る

一
般
消
費

者
か
ら
の

申
出
が
あ

つ
た
場
合

に
、
当
該
申
出
を
し

た
一
般
消

費
者
の

購
入
額
に
３

％
を
乗
じ

た
額
以
上
の

金
銭
（
金

銭
以
外
の
支
払
手
段

を
含
む
。

）
を
交

付
す
る
措
置

。

事
業
者

は
、

実
施

予
定

返
金

措
置

計
画

に
沿

っ
て

返
金

措
置

を
実

施
す

る
。

返
金

措
置

を
実

施
し

よ
う

と
す

る
事

業
者

は
、

実
施

予
定

返
金

措
置

計
画

を
作

成
し
、

消
費
者

庁
長

官
の

認
定

を
受

け
る

。

不
実
証

広
告

規
制

に
係

る
表

示
に

つ
い

て
、

一
定

の
期
間

内
に

当
該

表
示

の
裏

付
け

と
な
る

合
理

的
な

根
拠

を
示

す
資

料
の

提
出

が
な

い
場
合

に
は

、
当

該
表

示
を

優
良

誤
認
表

示
と

推
定

し
て

課
徴

金
を

賦
課

す
る

。

不
当

な
表

示
に

よ
る

顧
客

の
誘

引
を

防
止

す
る

た
め

、
不

当
な

表
示

を
行

っ
た

事
業

者
に

対
す

る
課

徴
金

制
度

を
導

入
す

る
と

と
も

に
、

被
害

回
復

を
促

進
す

る
観

点
か

ら
返

金
に

よ
る

課
徴

金
額

の
減

額
等

の
措

置
を

講
ず

る
。

課
徴

金
制

度
の

概
要

除
斥
期

間
（

第
1
2
条

第
７
項

）

違
反
行

為
を

や
め

た
日

か
ら

５
年

を
経

過
し

た
と

き
は

、
課

徴
金

を
賦

課
し

な
い

。

（参考３）
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別添１ 

※ 別添写しについては、添付を省略しています。

消表対第１９２号 

令和８年３月１７日 

フロンティアジャパン株式会社

代表取締役 佐藤 光展 殿

 消費者庁長官 堀井 奈津子 

 （公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

 貴社は、貴社が供給する太陽光発電システム機器（以下「本件商品」という。）及びその

導入に係る施工（以下「本件役務」という。）の取引について、不当景品類及び不当表示防

止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止

されている同条第１号又は第２号に該当する不当な表示を行っていたので、景品表示法第

８条第１項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令する。 

主   文 

フロンティアジャパン株式会社（以下「フロンティアジャパン」という。）は、課徴金と

して金１１１９万円を令和８年１０月１９日までに国庫に納付しなければならない。 

理   由 

１ 課徴金対象行為 

別紙記載の事実によれば 

⑴ フロンティアジャパンは、自己の供給する本件商品及び本件役務の取引に関し、本件

商品及び本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良で

あると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選

択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品

表示法第５条第１号に該当するものである。 

⑵ フロンティアジャパンは、自己の供給する本件商品及び本件役務の取引に関し、本件

商品及び本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利

であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的

かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、

この表示は、景品表示法第５条第２号に該当するものである。 

⑶ 前記⑴の行為及び前記⑵の行為は、景品表示法第５条の規定に違反するものである。 
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２ 課徴金の計算の基礎 

 ⑴ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る商品及び役務は、本件

商品及び本件役務である。 

  イ(ｱ) フロンティアジャパンが前記１の課徴金対象行為をした期間は、令和４年６月

１１日から令和５年５月２９日までの間である。 

   (ｲ) 本件商品及び本件役務について、フロンティアジャパンが前記１の課徴金対象

行為をやめた後そのやめた日から６月を経過する日までの間に最後に取引をした

日は、令和５年１１月２９日である。 

   (ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、前記１の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、令

和４年６月１１日から令和５年１１月２９日までの間である。 

  ウ 前記イ(ｳ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品及び本件役務に係るフロンティ

アジャパンの売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令（平成２１年政令第２

１８号）第１条の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、３

億７３２９万６９９円である。 

  エ フロンティアジャパンは、別紙中の４⑴記載の表示の根拠とされる調査結果が、客

観的な調査に基づくものであるか、また、当該調査結果と表示内容が適切に対応して

いるかについて十分な検証を行うことなく、前記１⑴及び前記１⑵の課徴金対象行

為をしていたことから、当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行

為に係る表示が景品表示法第８条第１項第１号及び第２号に該当することを知らず、

かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でないとは認められない。 

 ⑵ 前記⑴の事実によれば、フロンティアジャパンが国庫に納付しなければならない課

徴金の額は、景品表示法第８条第１項の規定により、前記⑴ウの本件商品及び本件役務

の売上額に、それぞれ１００分の３を乗じて得た額から、景品表示法第１２条第２項の

規定により、１万円未満の端数を切り捨てて算出した１１１９万円である。 

 

 よって、フロンティアジャパンに対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、主文の

とおり命令する。 

 

＜法律に基づく教示＞ 

１ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第

１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが

できる。 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日
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の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

２ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び

第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する

ことができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴え

を提起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。

ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を

経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別紙 

 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ フロンティアジャパン株式会社（以下「フロンティアジャパン」という。）は、札幌市

中央区北一条西十三丁目４ＦＷＤ札幌ビル７階に本店を置き、太陽光発電機器の販売及

び設置工事等を営む事業者である。 

２ フロンティアジャパンは、太陽光発電システム機器（以下「本件商品」という。）を自

ら一般消費者に販売し、本件商品の導入に係る施工（以下「本件役務」という。）を自ら

一般消費者に提供している。 

３ フロンティアジャパンは、本件商品及び本件役務に係る「ＦＲＯＮＴＩＥＲ ＪＡＰＡ

Ｎ」と称する自社ウェブサイト（以下「自社ウェブサイト」という。）及び新聞折り込み

又はポスティングの方法により配布したチラシの表示内容を自ら決定している。 

４⑴ア フロンティアジャパンは、本件商品を一般消費者に販売し、本件役務を一般消費者

に提供するに当たり、例えば、令和５年４月１８日、同月２６日、同年５月１日、同

月８日、同月１５日及び同月２２日に、自社ウェブサイトのトップページにおいて、

「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３冠達成」、「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサー

チ 北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」及び「Ｎｏ．１ 日

本トレンドリサーチ 北海道エリア 安心・信頼できる 太陽光発電業者」と表示す

るなど、別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の

表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、

あたかも、北海道内において、フロンティアジャパンが販売する本件商品及び他の事

業者が販売する同種又は類似の商品（以下「同種商品」という。）並びにフロンティ

アジャパンが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務（以

下「同種役務」という。）に関する「北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポー

ト満足度」及び「北海道エリア 安心・信頼できる 太陽光発電業者」の２項目（以

下「本件２項目」という。）につき、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ

調査した結果において、フロンティアジャパンが販売する本件商品及びフロンティ

アジャパンが提供する本件役務に係る本件２項目の順位がそれぞれ第１位であるか

のように示す表示をしていた。 

  イ フロンティアジャパンは、本件商品を一般消費者に販売し、本件役務を一般消費者

に提供するに当たり、例えば、令和５年４月１８日、同月２６日、同年５月１日、同

月８日、同月１５日及び同月２２日に、自社ウェブサイトのトップページにおいて、

「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３冠達成」及び「Ｎｏ．１ 日本トレンドリ

サーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」と表示するなど、別表２

「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示

箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、北
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海道において、フロンティアジャパンが販売する本件商品及び他の事業者が販売す

る同種商品並びにフロンティアジャパンが提供する本件役務及び他の事業者が提供

する同種役務に関する「北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」の項目に

つき、実際に見積りを徴したことがある者を対象に調査した結果において、フロン

ティアジャパンが販売する本件商品及びフロンティアジャパンが提供する本件役務

に係る「北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」の項目の順位が第１位で

あるかのように示す表示をしていた。 

 ⑵ア 実際には、フロンティアジャパンが委託した事業者による調査は、本件２項目につ

いて、回答者に対し、北海道内において、フロンティアジャパンが販売する本件商品

及び他の事業者が販売する同種商品並びにフロンティアジャパンが提供する本件役

務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用したことがある者かを確

認することなく、フロンティアジャパン及び特定９事業者（当該委託を受けた事業者

が、同種商品を販売し、同種役務を提供する事業者の中から指定する９の事業者をい

う。以下同じ。）のみを任意に選択して対比し、各事業者のウェブサイト（以下「各

販売サイト」という。）の印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくも

のではなかった。また、前記⑴アの表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用して

いるものではなかった。 

  イ 実際には、フロンティアジャパンが委託した事業者による調査は、「北海道エリア 

 太陽光発電業者 見積価格満足度」の項目について、回答者に対し、北海道内にお

いて、フロンティアジャパンが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商

品並びにフロンティアジャパンが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種

役務について実際に見積りを徴したことがある者かを確認することなく、フロン

ティアジャパン及び特定９事業者のみを任意に選択して対比し、各販売サイトの印

象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記⑴イの表

示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。 
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別表１ 

表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和５年４月１８日、

同月２６日、同年５月

１日、同月８日、同月

１５日及び同月２２

日 

自社ウェブサイトの

トップページ 
 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３

冠達成」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 太陽光発電業者 アフターサ

ポート満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 安心・信頼できる 太陽光発

電業者」 

（別添写し１） 

自社ウェブサイトの

「お知らせ」と称す

るページ 

・「２０２２－０２－２８ お知らせ 『日

本トレンドリサーチ』の調査において３

項目で第１位を獲得しました。」 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３

冠達成！」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 太陽光発電業者 アフターサ

ポート満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 安心・信頼できる 太陽光発

電業者」 

・「日本トレンドリサーチ（運営会社：株式

会社ＮＥＸＥＲ）がおこなった北海道エ

リアの太陽光発電業者についての調査に

おいて、フロンティアジャパン株式会社

（所在地：北海道札幌市、代表取締役：佐

藤光展）が運営、販売する『太陽光発電・

蓄電池』が、下記３項目で第１位を獲得し

ました。今後ともより一層の顧客満足度

の向上を目指してまいります。」 

（別添写し２） 

自社ウェブサイトの

「太陽光パネルもれ

なく無料進呈キャン

ペーン」と称する

ページ 

・「太陽光発電で販売価格が高ければメリッ

トはありません。フロンティアジャパン

が安さと安心を実現できる７つの理由」 

・「１ 北海道エリア太陽光発電業者満足

度３冠達成！」 

・「北海道エリア太陽光発電業者アフターサ

ポート満足度、安心・信頼できる太陽光発

電業者、見積もり満足度でＮｏ．１を獲得

し、満足度３冠を達成しているので安心

してお任せいただけます。」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 太陽光発電業者 アフターサ

ポート満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 安心・信頼できる 太陽光発

電業者」 

（別添写し３） 
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表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和４年６月１１日、

同月１４日、同月２１

日及び同月２８日 

新聞折り込み又はポ

スティングの方法に

より配布したチラシ 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３

冠達成！」 

・「●アフターサポート満足度」  

・「●安心信頼できる太陽光発電業者」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 太陽光発電業者 アフターサ

ポート満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 安心・信頼できる 太陽光発

電業者」 

（別添写し４） 

令和４年７月５日、同

月１２日、同月１９日

及び同月２６日 

同上 

（別添写し５） 

令和４年８月２日、同

月９日、同月１６日、

同月２３日及び同月

３０日 

同上 

（別添写し６） 

令和４年９月６日、同

月１３日、同月２０日

及び同月２７日 

同上 

（別添写し７） 

令和４年１０月４日、

同月７日、同月１０日

及び同月１８日 

同上 

（別添写し８） 

令和４年１１月３日、

同月８日、同月１５

日、同月２２日、同月

２９日、同年１２月５

日、同月８日から同月

９日までの間、同月１

３日、同月１５日、同

月１９日、同月２２日

及び同月２６日 

同上 

（別添写し９） 

令和５年１月４日、同

月１０日、同月１３

日、同月１６日、同月

２０日、同月２３日、

同月２７日及び同月

３０日 

同上 

（別添写し１０） 

令和５年２月３日、同

月６日、同月１１日、

同月１３日から同月

１４日までの間、同月

１７日、同月２０日、

同月２３日、同月２７

日、同年３月７日、同

月１４日、同月１７

日、同月２１日、同月

２４日及び同月２８

同上 

（別添写し１１） 
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表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

日 

令和５年４月３日、同

月７日、同月１１日、

同月１４日、同月１８

日、同月２１日、同月

２５日及び同月２８

日 

同上 

（別添写し１２） 

令和５年５月１日、同

月６日、同月８日、同

月１１日、同月１６

日、同月１８日、同月

２２日、同月２５日及

び同月２９日 

同上 

（別添写し１３） 
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別表２ 

表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和５年４月１８日、

同月２６日、同年５月

１日、同月８日、同月

１５日及び同月２２

日 

自社ウェブサイトの

トップページ 
 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３

冠達成」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 太陽光発電業者 見積価格満

足度」 

（別添写し１） 

自社ウェブサイトの

「お知らせ」と称す

るページ 

・「２０２２－０２－２８ お知らせ 『日

本トレンドリサーチ』の調査において３

項目で第１位を獲得しました。」 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３

冠達成！」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 太陽光発電業者 見積価格満

足度」 

・「日本トレンドリサーチ（運営会社：株式

会社ＮＥＸＥＲ）がおこなった北海道エ

リアの太陽光発電業者についての調査に

おいて、フロンティアジャパン株式会社

（所在地：北海道札幌市、代表取締役：佐

藤光展）が運営、販売する『太陽光発電・

蓄電池』が、下記３項目で第１位を獲得し

ました。今後ともより一層の顧客満足度

の向上を目指してまいります。」 

（別添写し２） 

自社ウェブサイトの

「太陽光パネルもれ

なく無料進呈キャン

ペーン」と称する

ページ 

・「太陽光発電で販売価格が高ければメリッ

トはありません。フロンティアジャパン

が安さと安心を実現できる７つの理由」 

・「１ 北海道エリア太陽光発電業者満足

度３冠達成！」 

・「北海道エリア太陽光発電業者アフターサ

ポート満足度、安心・信頼できる太陽光発

電業者、見積もり満足度でＮｏ．１を獲得

し、満足度３冠を達成しているので安心

してお任せいただけます。」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 太陽光発電業者 見積価格満

足度」 

（別添写し３） 

令和４年６月１１日、

同月１４日、同月２１

日及び同月２８日 

新聞折り込み又はポ

スティングの方法に

より配布したチラシ 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３

冠達成！」 

・「●見積価格満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 太陽光発電業者 見積価格満

足度」 

（別添写し４） 

令和４年７月５日、同

月１２日、同月１９日

及び同月２６日 

同上 

（別添写し５） 
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表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和４年８月２日、同

月９日、同月１６日、

同月２３日及び同月

３０日 

同上 

（別添写し６） 

令和４年９月６日、同

月１３日、同月２０日

及び同月２７日 

同上 

（別添写し７） 

令和４年１０月４日、

同月７日、同月１０日

及び同月１８日 

同上 

（別添写し８） 

令和４年１１月３日、

同月８日、同月１５

日、同月２２日、同月

２９日、同年１２月５

日、同月８日から同月

９日までの間、同月１

３日、同月１５日、同

月１９日、同月２２日

及び同月２６日 

同上 

（別添写し９） 

令和５年１月４日、同

月１０日、同月１３

日、同月１６日、同月

２０日、同月２３日、

同月２７日及び同月

３０日 

同上 

（別添写し１０） 

令和５年２月３日、同

月６日、同月１１日、

同月１３日から同月

１４日までの間、同月

１７日、同月２０日、

同月２３日、同月２７

日、同年３月７日、同

月１４日、同月１７

日、同月２１日、同月

２４日及び同月２８

日 

同上 

（別添写し１１） 

令和５年４月３日、同

月７日、同月１１日、

同月１４日、同月１８

日、同月２１日、同月

２５日及び同月２８

日 

同上 

（別添写し１２） 

令和５年５月１日、同

月６日、同月８日、同

月１１日、同月１６

日、同月１８日、同月

２２日、同月２５日及

び同月２９日 

同上 

（別添写し１３） 
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別添２ 

※ 別添写しについては、添付を省略しています。

消表対第１９３号 

令和８年３月１７日 

株式会社エスイーライフ 

  代表取締役 近藤 貴士 殿 

 消費者庁長官 堀井 奈津子 

  （公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

 貴社は、貴社が供給する家庭用蓄電池（以下「本件商品」という。）及びその導入に係る

施工（以下「本件役務」という。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和

３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている

同条第１号に該当する不当な表示を行っていたので、景品表示法第８条第１項の規定に基

づき、次のとおり課徴金の納付を命令する。 

主   文 

株式会社エスイーライフ（以下「エスイーライフ」という。）は、課徴金として金２０６

９万円を令和８年１０月１９日までに国庫に納付しなければならない。 

理   由 

１ 課徴金対象行為 

  別紙記載の事実によれば、エスイーライフは、自己の供給する本件商品及び本件役務の

取引に関し、本件商品及び本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものより

も著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的か

つ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、この

表示は、景品表示法第５条第１号に該当するものであって、かかる行為は、同条の規定に

違反するものである。 

２ 課徴金の計算の基礎 

⑴ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る商品及び役務は、本件

商品及び本件役務である。 

イ(ｱ) エスイーライフが前記１の課徴金対象行為をした期間は、令和５年３月１０日

から同年５月８日までの間である。 

(ｲ) 本件商品及び本件役務について、エスイーライフが前記１の課徴金対象行為を

1



やめた後そのやめた日から６月を経過する日までの間に最後に取引をした日は、

令和５年１１月８日である。 

(ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、前記１の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、令

和５年３月１０日から同年１１月８日までの間である。 

ウ 前記イ(ｳ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品及び本件役務に係るエスイー

ライフの売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令（平成２１年政令第２１８

号）第１条の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、６億８

９７２万７９５８円である。 

エ エスイーライフは、別紙中の４⑴ア記載の表示の根拠とされる調査結果について、

客観的な調査に基づくものであること及び当該調査結果と表示内容が適切に対応し

ていることを十分に検証することなく、また、別紙中の４⑴イ記載の表示について、

過去に販売した本件商品及び過去に提供した本件役務に係る契約件数の実績が１万

２０００件に達しないことを認識しながら、前記１の課徴金対象行為をしていたこ

とから、当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が

景品表示法第８条第１項第１号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき

相当の注意を怠った者でないとは認められない。 

⑵ 前記⑴の事実によれば、エスイーライフが国庫に納付しなければならない課徴金の

額は、景品表示法第８条第１項の規定により、前記⑴ウの本件商品及び本件役務の売上

額に、それぞれ１００分の３を乗じて得た額から、景品表示法第１２条第２項の規定に

より、１万円未満の端数を切り捨てて算出した２０６９万円である。 

 

よって、エスイーライフに対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、主文のとおり

命令する。 

 

＜法律に基づく教示＞ 

１ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第

１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが

できる。 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日

の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

２ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

  訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び

第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

2



６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する

ことができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴え

を提起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。

ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を

経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別紙 

 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ 株式会社エスイーライフ（以下「エスイーライフ」という。）は、名古屋市中川区高畑

一丁目２３８番地ＥＳＰＡＣＥ・ＵＮ４Ｂに本店を置き、蓄電池を含む再生可能エネル

ギーシステムの販売、施工等を営む事業者である。 

２ エスイーライフは、家庭用蓄電池（以下「本件商品」という。）を自ら一般消費者に販

売し、本件商品の導入に係る施工（以下「本件役務」という。）を自ら一般消費者に提供

している。 

３ エスイーライフは、本件商品及び本件役務に係る「エコでんち」と称する自社ウェブサ

イト（以下「自社ウェブサイト」という。）の表示内容を自ら決定している。 

４⑴ エスイーライフは、本件商品を一般消費者に販売し、本件役務を一般消費者に提供す

るに当たり、 

  ア 例えば、令和５年３月１０日、同月１６日、同月２３日、同年４月１０日、同月１

７日、同月２４日及び同年５月８日に、自社ウェブサイトにおいて、「エコでんちは

おかげ様で家庭用蓄電池販売店 ３冠 達成！」、「家庭用蓄電池購入後の保証・アフ

ターサポート満足度 第１位」、「ネットで安心して蓄電池の購入ができるショップ 

 第１位」及び「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第１位」と表示するなど、別表１「表

示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所にお

いて、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、エスイーラ

イフが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品（以下「同種

商品」という。）並びにエスイーライフが提供する本件役務及び他の事業者が提供す

る同種又は類似の役務（以下「同種役務」という。）に関する「保証・アフターサポー

ト満足度」、「ネットで安心して蓄電池の購入ができるショップ」及び「口コミ評判」

の３項目（以下「本件３項目」という。）につき、実際に利用したことがある者又は

知見等を有する者を対象にそれぞれ調査した結果において、エスイーライフが販売

する本件商品及びエスイーライフが提供する本件役務に係る本件３項目の順位がそ

れぞれ第１位であるかのように示す表示をしていた。 

  イ 令和５年３月１０日、同月１６日、同月２３日、同年４月１０日、同月１７日、同

月２４日及び同年５月８日に、例えば、自社ウェブサイトの「エコでんちの強み」と

称するウェブページにおいて、「施工実績 １２，０００件突破」等と表示するなど、

別表２「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内

容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、エスイーライフが過去に販売し

た本件商品及びエスイーライフが過去に提供した本件役務に係る契約件数（太陽光

発電に係る契約件数を含む。以下同じ。）が１万２０００件以上であるかのように示

す表示をしていた。 
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 ⑵ア 実際には、エスイーライフが委託した事業者による調査は、本件３項目について、

回答者に対し、エスイーライフが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種

商品並びにエスイーライフが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務

について実際に利用したことがある者か又は知見等を有する者かを確認することな

く、エスイーライフ及び特定９事業者（当該委託を受けた事業者が、同種商品を販売

し、同種役務を提供する事業者の中から指定する９の事業者をいう。）のみを任意に

選択して対比し、各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的

な調査に基づくものではなかった。また、前記４⑴アの表示は、当該調査結果を正確

かつ適正に引用しているものではなかった。 

  イ 実際には、エスイーライフが過去に販売した本件商品及びエスイーライフが過去

に提供した本件役務に係る契約件数は１８００件程度であって、１万２０００件を

大きく下回るものであった。 
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別表１ 

表示日 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和５年３月１０日、

同月１６日、同月２３

日、同年４月１０日、

同月１７日、同月２４

日及び同年５月８日 

自社ウェブサイト ・「エコでんちはおかげ様で家庭用蓄電

池販売店 ３冠 達成！」 

・「家庭用蓄電池購入後の保証・アフ

ターサポート満足度 第１位」 

・「ネットで安心して蓄電池の購入がで

きるショップ 第１位」 

・「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第１

位」 

（別添写し１） 

自社ウェブサイトの

「エコでんちの強み」

と称するウェブペー

ジ 

・「おかげ様で家庭用蓄電池販売店」 

・「家庭用蓄電池購入後の保証・アフ

ターサポート満足度 第１位」 

・「ネットで安心して蓄電池の購入がで

きるショップ 第１位」 

・「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第１

位」 

・「３冠達成！」 

（別添写し２） 

自社ウェブサイトの

「家庭用蓄電池・Ｖ２

Ｈのメーカー別一覧」

と称するウェブページ 

・「家庭用蓄電池購入後の保証・アフ

ターサポート満足度 第１位」 

・「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第１

位」 

・「ネットで安心して蓄電池の購入がで

きるショップ 第１位」 

（別添写し３） 

自社ウェブサイトの

「家庭用蓄電池導入の

メリット」と称する

ウェブページ 

・「おかげ様で家庭用蓄電池販売店」 

・「家庭用蓄電池購入後の保証・アフ

ターサポート満足度 第１位」 

・「ネットで安心して蓄電池の購入がで

きるショップ 第１位」 

・「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第１

位」 

・「３冠達成！」 

（別添写し４） 
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表示日 表示媒体・表示箇所 表示内容 

自社ウェブサイトに

おいて「～未来をつく

り夢をためる～ エ

コでんち」と題する映

像をクリックすると

再生される動画 

・「リサーチ専門会社の日本トレンド

リサーチの調査結果で業界ナン

バーワンの評価を３つ獲得してい

ます。ネット販売でも安心して蓄電

池を購入することができます。」と

の音声と共に、「日本トレンドリサー

チ調査結果」、「家庭用蓄電池購入後

の保証・アフターサポート満足度 第

１位」、「ネットで安心して蓄電池の

購入ができるショップ 第１位」及び

「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第

１位」との文字の映像 

（別添写し５） 

令和５年３月１６日、

同月２３日、同年４月

１０日、同月１７日、

同月２４日及び同年

５月８日 

自社ウェブサイトの

「太陽光発電・ソー

ラーカーポートの製品

一覧」と称するウェブ

ページ 

・「家庭用蓄電池購入後の保証・アフ

ターサポート満足度 第１位」 

・「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第１

位」 

・「ネットで安心して蓄電池の購入がで

きるショップ 第１位」 

（別添写し６） 
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別表２ 

表示媒体・表示箇所 表示内容 

自社ウェブサイトの

「エコでんちの強み」

と称するウェブページ 

・「メガソーラー等の産業用太陽光発電システムの販売を多く

手がけてきた実績とお客様第一主義を掲げたサービスによ

り、たくさんのお客様に選ばれています。」 

・「おかげ様で家庭用蓄電池販売店」 

・「施工実績 １２，０００件突破」 

・「施工実績１２，０００件突破！安心と品質の高い工事」 

（別添写し２） 

自社ウェブサイトの「家

庭用蓄電池導入のメ

リット」と称するウェブ

ページ 

・「メガソーラー等の産業用太陽光発電システムの販売を多く

手がけてきた実績とお客様第一主義を掲げたサービスによ

り、たくさんのお客様に選ばれています。」 

・「おかげ様で家庭用蓄電池販売店」 

・「施工実績 １２，０００件突破」 

・「施工実績１２，０００件突破！安心と品質の高い工事」 

（別添写し４） 

自社ウェブサイトにお

いて「～未来をつくり

夢をためる～ エコで

んち」と題する映像を

クリックすると再生さ

れる動画 

・「～未来をつくり夢をためる～ エコでんち」との文字の映

像 

・「エコでんちの実績」との文字の映像 

・「現在施工実績は１２，０００件以上」との音声と共に、「施

工実績 １２，０００件以上（太陽光・メガソーラー含む）」

との文字の映像 

（別添写し５） 
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別添３ 

※ 別添写しについては、添付を省略しています。

消表対第１９４号 

令和８年３月１７日 

株式会社ＳＣエージェント 

  代表取締役 下浦 龍之 殿 

 消費者庁長官 堀井 奈津子 

  （公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

 貴社は、貴社が供給する蓄電池（以下「本件商品」という。）及びその導入に係る施工（以

下「本件役務」という。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法

律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１

号に該当する不当な表示を行っていたので、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、次の

とおり課徴金の納付を命令する。 

主   文 

 株式会社ＳＣエージェント（以下「ＳＣエージェント」という。）は、課徴金として金４

６９万円を令和８年１０月１９日までに国庫に納付しなければならない。 

理   由 

１ 課徴金対象行為 

 別紙記載の事実によれば、ＳＣエージェントは、自己の供給する本件商品及び本件役務

の取引に関し、本件商品及び本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよ

りも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的

かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、こ

の表示は、景品表示法第５条第１号に該当するものであって、かかる行為は、同条の規定

に違反するものである。 

２ 課徴金の計算の基礎 

⑴ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る商品及び役務は、本件

商品及び本件役務である。 

イ(ｱ) ＳＣエージェントが前記１の課徴金対象行為をした期間は、令和５年３月１０

日から同月２３日までの間である。 

(ｲ) 本件商品及び本件役務について、ＳＣエージェントが前記１の課徴金対象行為

1



 

 

 

をやめた後そのやめた日から６月を経過する日までの間に最後に取引をした日は、

令和５年９月２３日である。 

(ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、本件商品及び本件役務について、前記１の課徴金対象

行為に係る課徴金対象期間は、令和５年３月１０日から同年９月２３日までの間

である。 

ウ 前記イ(ｳ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品及び本件役務に係るＳＣエー

ジェントの売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令（平成２１年政令第２１

８号）第１条の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、１億

５６５１万７７２７円である。 

エ ＳＣエージェントは、別紙中の４⑴ア記載の表示の根拠とされる調査結果につい

て、客観的な調査に基づくものであること及び当該調査結果と表示内容が適切に対

応していることを十分に検証することなく、また、別紙中４⑴イ記載の表示について、

過去に販売した本件商品及び過去に提供した本件役務に係る契約件数の実績が１万

件に達しないことを認識しながら、前記１の課徴金対象行為をしていたことから、当

該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法

第８条第１項第１号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意

を怠った者でないとは認められない。 

⑵ 前記⑴の事実によれば、ＳＣエージェントが国庫に納付しなければならない課徴金

の額は、景品表示法第８条第１項の規定により、前記⑴ウの本件商品及び本件役務の売

上額に、それぞれ１００分の３を乗じて得た額から、景品表示法第１２条第２項の規定

により、１万円未満の端数を切り捨てて算出した４６９万円である。 

 

よって、ＳＣエージェントに対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、主文のとお

り命令する。 

 

＜法律に基づく教示＞ 

１ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第

１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが

できる。 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日

の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

２ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び

2



 

 

 

第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する

ことができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴え

を提起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。

ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を

経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別紙 

 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ 株式会社ＳＣエージェント（以下「ＳＣエージェント」という。）は、大阪市中央区南

久宝寺町四丁目１番２号御堂筋ダイビル４階に本店を置き、太陽光発電設備の販売、施工

等を営む事業者である。 

２ ＳＣエージェントは、蓄電池（以下「本件商品」という。）を自ら一般消費者に販売し、

本件商品の導入に係る施工（以下「本件役務」という。）を自ら一般消費者に提供してい

る。 

３ ＳＣエージェントは、本件商品及び本件役務に係る「エコ最安値．ｃｏｍ」と称する自

社ウェブサイト（以下「自社ウェブサイト」という。）の表示内容を自ら決定している。 

４⑴ ＳＣエージェントは、本件商品を一般消費者に販売し、本件役務を一般消費者に提供

するに当たり、令和５年３月１０日、同月１６日及び同月２３日に、自社ウェブサイト

（別添写し）において、 

ア 「口コミ人気 Ｎｏ．１ 蓄電池販売会社」、「アフターフォロー満足度 Ｎｏ．１

 蓄電池販売会社」、「コストパフォーマンス満足度 Ｎｏ．１ 蓄電池販売会社」及

び「工事品質満足度 Ｎｏ．１ 蓄電池販売会社」と表示することにより、あたかも、

ＳＣエージェントが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商

品（以下「同種商品」という。）並びにＳＣエージェントが提供する本件役務及び他

の事業者が提供する同種又は類似の役務（以下「同種役務」という。）に関する「口

コミ人気」、「アフターフォロー満足度」、「コストパフォーマンス満足度」及び「工事

品質満足度」の４項目（以下「本件４項目」という。）につき、実際に利用したこと

がある者を対象にそれぞれ調査した結果において、ＳＣエージェントが販売する本

件商品及びＳＣエージェントが提供する本件役務に係る本件４項目の順位がそれぞ

れ第１位であるかのように示す表示をしていた。 

イ 「圧倒的受注数がお客様からの支持の証 『施工実績１０，０００件の信頼』」及

び「施工実績１０，０００件！！ たくさんの蓄電池を販売・工事をしております」

と表示することにより、あたかも、ＳＣエージェントが過去に販売した本件商品及び

ＳＣエージェントが過去に提供した本件役務に係る契約件数が１万件であるかのよ

うに示す表示をしていた。 

⑵ア 実際には、ＳＣエージェントが委託した事業者による調査は、本件４項目について、

回答者に対し、ＳＣエージェントが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同

種商品並びにＳＣエージェントが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種

役務について実際に利用したことがある者かを確認することなく、ＳＣエージェン

ト及び特定９事業者（当該委託を受けた事業者が、同種商品を販売し、同種役務を提

供する事業者の中から指定する９の事業者をいう。）のみを任意に選択して対比し、
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各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づく

ものではなかった。また、前記⑴アの表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用し

ているものではなかった。 

イ 実際には、ＳＣエージェントが過去に販売した本件商品及びＳＣエージェントが

過去に提供した本件役務に係る契約件数は、１万件を大きく下回るものであった。 
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別添４ 

※ 別添写しについては、添付を省略しています。

消表対第１９５号 

令和８年３月１７日 

株式会社安心頼ホーム 

  代表取締役 松本 政洋 殿 

 消費者庁長官 堀井 奈津子 

  （公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

 貴社は、貴社が供給する蓄電池を含む太陽光発電システム機器、「エコキュート」と称す

る給湯器及び電気温水器（以下これらを併せて「本件商品」という。）並びにそれらの導入

に係る施工（以下「本件役務」という。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法

（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止され

ている同条第１号に該当する不当な表示を行っていたので、景品表示法第８条第１項の規定

に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令する。 

主   文 

株式会社安心頼ホーム（以下「安心頼ホーム」という。）は、課徴金として金８２６万円

を令和８年１０月１９日までに国庫に納付しなければならない。 

理   由 

１ 課徴金対象行為 

  別紙記載の事実によれば、安心頼ホームは、自己の供給する本件商品及び本件役務の取

引に関し、本件商品及び本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ

合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、この表示

は、景品表示法第５条第１号に該当するものであって、かかる行為は、同条の規定に違反

するものである。 

２ 課徴金の計算の基礎 

⑴ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る商品及び役務は、本件商

品及び本件役務である。 

  イ(ｱ) 安心頼ホームが前記１の課徴金対象行為をした期間は、令和５年４月７日から同

年５月２９日までの間である。 
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   (ｲ) 本件商品及び本件役務について、安心頼ホームが前記１の課徴金対象行為をやめ

た後そのやめた日から６月を経過する日までの間に最後に取引をした日は、令和５

年１１月２７日である。 

   (ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、前記１の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、令

和５年４月７日から同年１１月２７日までの間である。 

  ウ 前記イ(ｳ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品及び本件役務に係る安心頼ホー

ムの売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令（平成２１年政令第２１８号）

第１条の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、２億７５４

１万３９４０円である。 

  エ 安心頼ホームは、別紙中の４⑴記載の表示の根拠とされる調査結果が、客観的な調

査に基づくものであるか、また、当該調査結果と表示内容が適切に対応しているかに

ついて十分な検証を行うことなく、前記１の課徴金対象行為をしていたことから、当

該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法

第８条第１項第１号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意

を怠った者でないとは認められない。 

 ⑵ 前記⑴の事実によれば、安心頼ホームが国庫に納付しなければならない課徴金の額

は、景品表示法第８条第１項の規定により、前記⑴ウの本件商品及び本件役務の売上額

に、それぞれ１００分の３を乗じて得た額から、景品表示法第１２条第２項の規定によ

り、１万円未満の端数を切り捨てて算出した８２６万円である。 

 

 よって、安心頼ホームに対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、主文のとおり命

令する。 

 

＜法律に基づく教示＞ 

１ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第

１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることがで

きる。 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の

翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

２ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

  訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び

第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起するこ
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とができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提

起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。

ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経

過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別紙 

 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ 株式会社安心頼ホーム（以下「安心頼ホーム」という。）は、福岡市東区多の津一丁目１

４番１号ＦＲＣビル７階に本店を置き、太陽光発電システムを含む住宅設備機器の販売、

設置工事等を営む事業者である。 

２ 安心頼ホームは、蓄電池を含む太陽光発電システム機器、「エコキュート」と称する給湯

器及び電気温水器（以下これらを併せて「本件商品」という。）を自ら一般消費者に販売し、

本件商品の導入に係る施工（以下「本件役務」という。）を自ら一般消費者に提供している。 

３ 安心頼ホームは、本件商品及び本件役務に係る「安心頼ホーム」と称する自社ウェブサ

イト（以下「自社ウェブサイト」という。）の表示内容を自ら決定している。 

４⑴ 安心頼ホームは、本件商品を一般消費者に販売し、本件役務を一般消費者に提供する

に当たり、令和５年４月７日、同月１０日、同月１２日、同月１７日、同月２４日、同

年５月２日、同月８日、同月２２日及び同月２９日に、例えば、自社ウェブサイトのトッ

プページにおいて、「蓄電池｜太陽光発電｜エコキュート｜電気温水器 九州エリア口

コミ満足度Ｎｏ．１」、「信頼の３冠獲得 第１位」、「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

 九州エリアの蓄電池 販売施工会社 口コミ満足度」、「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサー

チ 九州エリアの太陽光発電 販売施工会社 口コミ満足度」及び「Ｎｏ．１ 日本ト

レンドリサーチ 九州エリアのエコキュート・電気温水器 販売施工会社 口コミ満足

度」等と表示するなど、別表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所にお

いて、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、九州地区内に

おいて、安心頼ホームが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商

品（以下「同種商品」という。）並びに安心頼ホームが提供する本件役務及び他の事業者

が提供する同種又は類似の役務（以下「同種役務」という。）に関する「九州エリアの蓄

電池 販売施工会社 口コミ満足度」、「九州エリアの太陽光発電 販売施工会社 

 口コミ満足度」及び「九州エリアのエコキュート・電気温水器 販売施工会社 口コ

ミ満足度」の３項目(以下「本件３項目」という。)につき、実際に利用したことがある

者を対象にそれぞれ調査した結果において、安心頼ホームが販売する本件商品及び安心

頼ホームが提供する本件役務に係る本件３項目の順位がそれぞれ第１位であるかのよう

に示す表示をしていた。 

 ⑵ 実際には、安心頼ホームが委託した事業者による調査は、本件３項目について、回答

者に対し、安心頼ホームが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びに

安心頼ホームが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に

利用したことがある者かを確認することなく、安心頼ホーム及び特定９事業者（当該委

託を受けた事業者が、同種商品を販売し、同種役務を提供する事業者の中から指定する

９の事業者をいう。）のみを任意に選択して対比し、各事業者のウェブサイトの印象を問
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うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記⑴の表示

は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。 
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別表 

表示媒体・表示箇所 表示内容 

自社ウェブサイトの

トップページ 

・「蓄電池｜太陽光発電｜エコキュート｜電気温水器 九州エリア

口コミ満足度Ｎｏ．１」 

・「信頼の３冠獲得 第１位」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 九州エリアの蓄電池 販売

施工会社 口コミ満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 九州エリアの太陽光発電  

販売施工会社 口コミ満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 九州エリアのエコキュート・

電気温水器 販売施工会社 口コミ満足度」 

・「また、この度日本トレンドリサーチ（運営会社：株式会社ＮＥ

ＸＥＲ）がおこなった太陽光発電などについての調査において、

株式会社安心頼ホームが「九州エリアの太陽光発電 販売施工

会社 口コミ満足度」「九州エリアの蓄電池 販売施工会社 口

コミ満足度」「九州エリアのエコキュート・電気温水器 販売施

工会社 口コミ満足度」の３項目で第１位を獲得！致しまし

た！！」 

（別添写し１） 

自社ウェブサイトの

「安心頼が選ばれる

理由」と称するウェ

ブページ 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 九州エリアの太陽光発電  

販売施工会社 口コミ満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 九州エリアの蓄電池 販売

施工会社 口コミ満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 九州エリアのエコキュート・

電気温水器 販売施工会社 口コミ満足度」 

（別添写し２） 
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